
誓   約   書 

(自家用乘用車) 

関友会会長 貴下                                        참조 : (株)팬스타라인닷컴 

200  年  月  日  PanStar Dream 号 便으로 本人의 自家用乘用車(明細：申告書參照)를 国韓 에 

搬入함에 있어 所定의 関稅担保를 免除받기 為하여 会貴  發行의 保証書를 받고자 다음 事項을 遵守할 

것에 同意하여 이 誓約書를 提出합니다.  

다        음 

1. 搬入한 車輛의 再搬入 其間을 지키겠습니다.  

2. 搬入한 車輛은 搬入 時의 状現 대로 再搬出 하겠습니다.  

3. 搬入한 車輛의 目的 外 使用, 譲渡, 与貸  등 關稅法 上 禁止된 為行 를 対絶  하지 않겠습니다.  

万若 本人이 関稅法上 禁止된 為行 를 하였을 境遇에는 大韓民国法 및 国日本 法에 依한 如何한 

身分上의 制裁와 財産 上의 処分도 甘受하겠습니다.  

200    年     月      日 

  

旅 券 番 号 :                                             

 

国日本  住所 :                             電話番号 :                             

 

国韓 內 住所 :                                                電話番号 :           

 

姓        名:                                 

 

 

200   年    月   日 「PanStar DREAM 号 壱」にて本人の 台(明細：申告書參照) 国を韓 に搬入する

に 

当 関 為 会り、所定の 稅担保の免除受ける の、貴 發行の保証證書を受けたく、次の事項を遵守する事に 

同意し、誓約書を提出致します。 

  

1. 搬入した車輛の 再搬入其間を守ります。 

2. 状搬入した車輛は、搬入時の現 のまま再搬出します。 

3. 譲 与 関 為 対搬入した車輛は、目的外使用、 渡、貸 等 稅法上禁止された行 を絶 に致しません。 

関 為若し本人が 稅法上禁止された行 を行った場合 国 国は、大韓民 法及び日本 法に依る身分上の制裁及び財

処 処産上の 分等、如何なる 分も甘受します。 

以上 

 


